
令和５年度建設業新分野進出等表彰事業スキーム 

 

１ 事業の目的 

 

建設企業が新分野・新事業への進出、新技術・新工法の開発等に取組む先進的・意欲

的な事例において、雇用効果が高いもの、事業の継続性や将来の発展可能性があるもの、

地域経済社会への貢献が認められるものなどを表彰することにより、経営体質の強化へ

の取組み意欲を喚起し、建設業の構造改革の推進を図るものである。 

 

 

２ 事業の概要（フロー） 

 

 経営支援センター 

（建設業協会） 
建設業許可業者 県 

公募（R5.8.31～9.29） 選考書類作成・応募 

申請書類受付 

１次審査（書類選考）(R5.10 上旬) 

※ 必要に応じ内容を確認 

２次審査（外部審査委員会） 

(R5.10 下旬) 

※必要に応じ現地調査・ヒアリングを実施 

（分野ごとに 3 件程度選定） 

表彰事業の決定 

（11 月中旬） 

表彰式（R5.12.19 予定） 

決定通知(11 月下旬) 

選考結果通知 

推薦通知 

（11月上旬頃） 

令 和 ５ 年 ８ 月  

県土整備部建設技術振興課 

（対象５分野） 

「農林水産」「環境リサイクル」 

「保健福祉生活」「建設」 

「サービス関連」 

決定通知 

１次及び２次審査におい

て、対象とならなかった企

業のうち、外部審査委員会

において一定の成果が認め

られる事業と評価した企業

を「奨励企業」として別途

認定 


